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１ 基本的な考え方  

落札者の決定は、入札参加者から提出された提案書の評価である「技術評価点」に、入札価

格の評価である「価格評価点」を加算する一般競争入札方式（総合評価落札方式）を採用し、

予定価格などの制限の範囲内において入札があった者のうち、「総合評価点」の最も高い入札

者を落札者とする。   

なお、技術の評価にあたっては、本市にとっての有利性及び客観性の確保のため、本市にお

いて設置する総合評価一般競争入札事業者評価会議において、学識経験を有する者（以下「評

価委員」という。）の意見を聴くものとする。   

（1）提案内容の評価   

落札者決定基準（別紙「令和８年度次世代行政サービス推進実行支援業務委託 提案書評価

表」）（以下「提案書評価表」という。）に基づき、提案内容を評価し、「技術評価点」を与え

る。   

 

（2）入札価格の評価   

入札価格については、後述の計算式に基づき、入札価格に対する点数（以下「価格評価点」

という。）を与える。 

 

（3）総合評価の方法及び落札者の決定方法   

（1）及び（2）により評価した、「技術評価点」及び「価格評価点」の単純和による合計点

（以下「総合評価点」という。）が最も高い者を落札者とする。   

本業務委託は、大阪市 DX 戦略におけるサービス DX の実現に向け、一人ひとりに寄り添っ

た新たな体験・価値を創造する取組（CX サービスデザイン）を推進し、フロントヤード・バ

ックヤードが全体最適化された、AI を活用したデータドリブンな行政運営による次世代行政

サービスへの変革をめざし、次世代行政サービス基盤（総合サービスポータル・コンタクト

センター・AI 活用・行政ナレッジベース）の整備及びグランドデザイン改定及び第１期実行

計画策定等において重要な役割を担う。 

特に、本市の全庁的な取組（情報発信最適化施策、行政手続きオンライン化推進計画、区

役所ＤＸ実行計画、自治体情報システム標準化並びに AI 活用推進及びデータ利活用推進等）

のほか、大阪府の取組（mydoorOSAKA（府民ポータル）・ORDEN（データ連携基盤）等）並びに

国等の取組・方針（マイナンバー利活用推進、公共サービスメッシュ、共通デジタルサービ

スなど）や他都市の取組状況とともに、本市デジタル基盤・ネットワーク構造及び３層分離

や個人情報等の法令・制度を考慮のうえ、市民・来阪者・事業者及び職員の利用者視点によ

り行政サービス及びその提供方法・接点が、費用対効果を含めて全体最適化されるよう検討

する必要がある。 

加えて、次世代行政サービス基盤の全体アーキテクチャ（総合サービスポータル・コンタ

クトセンター・AI 活用・行政ナレッジベース）総合的な最適解の検討は、基礎自治体として

大規模かつ先進的・重要な取組であり、広範な知識や関係者との連携・調整を要し、高度で

専門的な知識や経験が求められる。 

このため、技術等の要素（専門的な技術やノウハウに係る創造性及び新規性等）により、

その成果が大きく影響されることから、「技術点」を重点とした総合評価が必要となる。 

このことから、「技術評価点」と「価格評価点」の比率については、３対１とする。 

 

                     ＝            ＋ 

 

（4）有効数字  

「技術評価点」及び「価格評価点」の算出にあたっては、小数点以下１桁までを有効とし、

小数点以下２桁目で四捨五入する。 

 

（5）「総合評価点」の最も高い者が２以上あるとき（同点のとき）の対応   

総合評価点 

（200 点満点） 

技術評価点  

（150点満点） 

価格評価点  

（50点満点） 
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ア 各入札参加者の「技術評価点」、「価格評価点」が異なる場合 

「技術評価点」が高い者を落札者とする。 

イ 各入札参加者の「技術評価点」、「価格評価点」が同じ場合   

「技術評価点」のうち、「提案書評価表」の評価項目『業務内容』の評価点合計が最も高い

者を落札者とする。   

ウ 各入札参加者の「技術評価点」、「価格評価点」、「提案書評価表」の「評価項目『業務内容』

の評価点合計」が同じ場合、「入札金額」が低い者を落札者とする。それでもなお、同点数

で並ぶ場合は、別途日を定め、くじ引きにより決定する。   

 

２ 提案内容の評価   

入札参加者から提出された提案書を書面審査し、「技術評価点」に関する各評価項目の評価

事項、配点に基づき記述・提案された内容の評価を行う。なお、必要に応じて提案内容の確認

を行う場合がある。   

（1）項目評価の考え方   

各評価項目に対しての評価点数で判定するものとし、具体的な評価項目は「提案書評価表」

のとおりである。  

なお、「提案書評価表」の各評価項目の審査内容別の評価点が、１項目でも０点（提案書作

成要領 表１「提案資料の構成・内容の留意事項」に定める内容の記載がない、または、本市

の要求水準を満たしていない）の場合には、落札候補者としない。 

 

（2）技術評価点の計算   

技術評価点の計算は、次の式にて行う。   

技術評価点 ＝ 各評価項目の項目評価点の合計 

 

３ 入札価格の評価  

価格評価点は次のとおり算定する。   

   価格評価点 ＝ 50点 ×（１ － （入札金額 ÷ 予定価格））   

  ※「価格評価点」の算出にあたっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数点以下２桁目  

で四捨五入する。なお、入札参加者の入札金額が本件の予定価格を上回った場合は、その

時点で失格となり、落札候補者としない（提案内容の評価は行わない。）。 

 

４ その他失格事由   

次のいずれかに該当した場合は、評価対象から除外する。   

・評価委員もしくは本市職員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること   

・他の入札参加者と提案内容またはその意思について相談を行うこと   

・提出書類に虚偽の記載を行うこと   

・その他評価結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと  

  



 

別紙 

令和８年度次世代行政サービス推進実行支援業務委託 提案書評価表 
評価項目 審査内容 項目点 加重 評価点 

提案書全般及び 
基本方針・目標等 

・本業務の背景・経過・目的や取組方針を十分理解したうえで、事
業者としての知見や強みを活かして、幅広く検討された、最適か
つ具体的・現実的な提案内容であるか。 

・事業者と発注者の役割分担及び本事業関係者との連携並びに工程
及び工数積算が明確であるか。 

5 3 15 

実施体制 

・本業務実施体制並びに従事者・人数及び各従事者の役割分担・従
事理由・経験※等が、本業務の主要要素である、CX サービスデザイ
ン推進のための全体PMO / グランドデザイン改定・第１期実行計画
策定等 / AI活用 / 行政ナレッジベースの別に明確であり、本業務
を適切かつ円滑に遂行できる体制が確保されているか。 
※本業務従事に必要なIT・デジタル・マネジメント・データ分析等の専門知識に 
関する経験 

・本市の要望に迅速・柔軟な対応、不測の事態への対応ができる体
制であることが明確であるか。 

5 2 10 

・本業務類似プロジェクトの成功経験や実績※が、本業務に効果的
な内容であるか。 
※過去５年以内の国・都道府県・特別区・政令指定都市における、システム開発・ 
再構築プロジェクト管理支援やAI関連分野などの検討支援の履行完了実績 

・本業務遂行に必要となる、国等の方針、国内外のサービス・デジ
タル技術の動向や他都市の取組・検討状況、国内のデジタル活用
に関する法令・制度等、デジタル・DX 分野の最新技術などの知
識・経験が、本業務に効果的な内容であるか。 

5 3 15 

プロジェクト管理 

全体プロジェクト管理における効率的・効果的・円滑な業務遂行に
資するスケジュール・進捗管理、品質管理、課題・リスク管理、セ
キュリティ管理の手法が、明確かつ効果的な内容であるか。 

5 2 10 

本業務・プロジェクトの効率的・効果的・円滑な遂行のための、本
事業関係者との調整に関する会議体の設置・運営の取組手法（特に
ステークホルダーマネジメントに関する内容）が、具体的かつ効果
的な内容であるか。 

5 2 10 

業
務
内
容 

（１）CX サービ
スデザイン推進
全体 PMO・グラ
ンドデザイン改
定及び第１期実
行計画策定等 

業務委託仕様書に定める次の事項の検討手法及び工程が、具体的か
つ効果的な内容であるか。 
①全体PMO 
②次世代行政サービス基盤の全体アーキテクチャ整理 
③CXサービスグランドデザインの改定及び第１期実行計画の策定 

5 5 25 

次の内容を含めて、具体的・現実的かつ効果的な内容として上記に
含まれているか。 
 ・全体PMOについて、本事業関係者との連携・調整・管理及び契約切替にお

ける事業継続性確保に関する効率的・効果的・円滑な取組手法 
 ・次世代行政サービス基盤の全体アーキテクチャ整理について、国等の取

組・方針や大阪府の取組及び本市デジタル基盤・ネットワーク構造及び
３層分離や個人情報等の法令・制度を考慮した、費用対効果（運用費用
を含む）を含めた全体最適化の検討手法 

 ・CX サービスグランドデザインの改定及び第１期実行計画の策定につい
て、CX サービスグランドデザイン基本方針・共通分野及び共通分野素案
を踏まえ、他都市事例や最新技術を参考とし、利用者（市民・来阪者・
事業者）の将来の課題・ニーズを予測したグランドデザインの精緻化 
及び定量・定性両面による費用・効果・実現性等を評価した効果的な  
実行計画の施策・事業に関する検討手法及び本事業関係者（各所属職員
等）との調整手法 

5 5 25 

（２）AI 活用の
企画構想・要件
検討 

業務委託仕様書に定める次の事項の検討手法及び工程が、具体的か
つ効果的な内容であるか。また、次世代行政サービス基盤による利
用者接点・職員接点や行政施策・運営の効率化・高度化をめざす、
AI 活用（AI チャット・ボイスボットや AI エージェント/エージェン
ト型 AI 等）の実現に向けたアーキテクチャを含めた検討手法が、具
体的・現実的かつ効果的な内容として含まれているか。 
①最新技術動向・事例調査 
②サービス・ユースケース具体化 
③AI活用の企画構想 
④AI活用の要件検討 

5 4 20 

（３）行政ナレ
ッジベースの企
画構想・要件検
討 

業務委託仕様書に定める次の事項の検討手法及び工程が、具体的か
つ効果的な内容であるか。また、次世代行政サービス基盤による利
用者接点・職員接点や行政施策・運営の効率化・高度化をめざす、
AI による行政ナレッジベース活用（基幹システム等行政統計・制度
サービス利用情報等、制度レジストリ、FAQ、評価意見、行政文書や
行政 CRM、公共・官民データなど行政サービス・行政運営に活用する
ナレッジデータ群）の実現に向けたアーキテクチャを含めた検討手
法が、具体的・現実的かつ効果的な内容として含まれているか。 
①最新技術動向・事例調査 
②関連データの現状調査・整理 
③行政ナレッジベースの企画構想 
④行政ナレッジベース及び周辺機能との連携に係る要件検討 

5 4 20 

合計点 150  


